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第1章  地域医療構想の概要 

第 1節 策定の背景 

１ 人口構造の変化 

・  急速に少子高齢化が進む中，我が国では，2025（平成 37）年にいわゆる「団塊の世代」が全
て 75歳以上となり，全人口の 18%を占める超高齢社会を迎える。

・  2060（平成 72）年には，総人口が 9,000万人を割り込むまで減少するが，一方で，65歳以上
人口は全人口の約 40%を占めると推計されている。

【図表１－１－１】人口構造の変化 

[厚生労働省資料] 

２ 社会保障給付費の将来推計 

・  社会保障給付費は 2012（平成 24）年度の 109.5兆円（GDP比 22.8%）から 2025年度の 148.9
兆円（GDP比 24.4%）へ，急激な増加が見込まれている。

３ 対応 

・  国においては，効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに，地域包括ケアシステム

を構築することを通じ，地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため，平成 26年
６月に「地域における医療と介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法

律」（平成 26 年法律第 83 号。以下「医療介護総合確保推進法」という。）を制定し，関係法律
について所要の整備等が行われた。

1



・  都道府県においては，地域の医療需要の将来推計や病床機能報告制度により報告された情報等

を活用し，病床の機能ごとの将来の必要量等，地域の医療提供体制の将来あるべき姿を「地域医

療構想」として策定し，医療計画の一部として新たに盛り込むことにより，地域ごとにバランス

のとれた医療機能の分化・連携を進めることとされた。

このため，本県においては，2025（平成 37）年における医療需要と必要病床数を病床機能区
分ごとに示すとともに，その実現に向けた施策を「鹿児島県地域医療構想」として定めることと

する。

【図表１－１－２】社会保障に係る費用の推移及び将来推計 

[厚生労働省資料]
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第 2節 地域医療構想の概要 

１ 地域医療構想の位置づけ 

・ 「鹿児島県地域医療構想」は，2025（平成 37）年における地域の医療提供体制のあるべき姿を

示すものであり，現行の「鹿児島県保健医療計画（計画期間：平成 25年度～29 年度）」の一部と

して位置づける。 

２ 地域医療構想の内容 

・ 本構想においては，以下の内容を定めることとする。

３ 地域医療構想の策定 

・ 本構想の策定に当たっては，県全体の協議の場として，「地域医療構想検討委員会」を設置し，

医師会等の診療又は調剤に関する学識経験者の団体等の意見を反映させながら，手続きを進めた。

・ また，各二次保健医療圏（以下，「保健医療圏」を「医療圏」という。）には「地域医療構想懇

話会」を設置し，各地域の医療関係者，保険者及び市町村等の意見も踏まえ，本構想を策定した。

４ 地域医療構想の推進 

・ 本構想の実現に向けては，医療機関の自主的な取組及び医療機関をはじめとした関係者相互の

協議を促進するために，県は構想区域ごとに，「地域医療構想調整会議」を設置する。

・ 地域医療構想調整会議は，医療関係者や保険者等で構成し，主に以下の内容について協議を行

う。

○ 構想区域 

○ 構想区域における将来の病床の機能区分ごとの必要量（必要病床数） 

○ 構想区域における在宅医療等の必要量 

○ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能分化及び連携の推進に関する事項

（地域医療構想推進のための施策の方向性） 

○ 地域の病院・有床診療所が担うべき病床機能に関する協議 

○ 病床機能報告制度による情報等の共有 

○ 医療介護総合確保促進法に基づく県計画に盛り込む事業に関する協議 

○ その他の地域医療構想の達成の推進に関する協議 
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５ 地域医療構想の目標年次 

平成 37（2025）年 

【図表１－２－１】本構想の策定経過  

県全体 二次医療圏ごと

平成２７年７月２７日 第１回地域医療構想検討委員会
平成２７年
８月～10月 第１回保健医療圏地域医療構想懇話会

１２月１５日 第２回地域医療構想検討委員会
平成２８年
１月～２月

第２回保健医療圏地域医療構想懇話会

平成２８年５月１０日 第３回地域医療構想検討委員会 ５月～７月 第３回保健医療圏地域医療構想懇話会

９月９日 第４回地域医療構想検討委員会

９月１６日～１０月１７日 パブリックコメント実施

11月２日 県医療審議会諮問・答申

保健医療圏地域医療構想懇話会

意見提出

※医療法第３０条の１４（抄）：都道府県は、構想区域（略）ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他
の関係者との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、（略）将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達
成を推進するために必要な事項について協議を行うものとする。

【図表１－２－２】本構想の推進に向けた取組  
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